
 

令和元年度 第３回岩手県大規模事業評価専門委員会 

 

日 時 令和元年８月 26 日（月）13:30～15：30 

場 所 エスポワールいわて ３階 特別ホール 

 

次     第 

１ 開  会 

 

２ 挨  拶 

  加藤専門委員長 

 

３ 議  事 

（１）大規模施設整備事業の事前評価について＜継続審議＞ 

   ・盛岡南公園野球場（仮称）整備事業（盛岡市） 

（２）大規模公共事業の再評価について＜継続審議＞ 

   ・一級河川馬淵川広域河川改修事業（二戸市、八幡平市、一戸町） 

（３）大規模公共事業の事後評価について＜報告＞ 

   ・小本港港湾改修事業（岩泉町） 

 

４ その他 

 

５ 閉  会 



専門分野 備　　考

秋　山　　信　愛
税理士法人秋山会計事務所　所長
公認会計士・税理士

企業会計

加　藤　　　徹
宮城大学
名誉教授

農業土木
農村計画

狩　野　　　徹
岩手県立大学社会福祉学部
教授

都市計画
建築計画

河　野　　達　仁
東北大学大学院情報科学研究科
教授

費用便益分析
交通・都市計画

越　谷　　　信
岩手大学理工学部
教授

地質学

島　田　　直　明
岩手県立大学総合政策学部
准教授

植生学
環境生態学

竹　内　　貴　弘
八戸工業大学大学院大学院工学研究科
教授

海洋工学
水工学

欠席

松　山　　梨　香　子
一般財団法人岩手県建築住宅センター
一級建築士

建築

（敬称略）
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大規模事業評価専門委員会における審議概要 

➣ 審議対象（事前評価１件、再評価１件） 

・盛岡南公園野球場（仮称）整備事業（盛岡市） 

・一級河川馬淵川広域河川改修事業（二戸市・八幡平市・一戸町） 

➣ 審議状況 

  諮問審議 令和元年６月 11 日 第１回大規模事業評価専門委員会 

  現地調査 令和元年７月 29 日 第２回大規模事業評価専門委員会（盛岡市、八幡平市） 

➣ 主な質疑等の概要及び審議論点 

（１）盛岡南公園野球場（仮称）整備事業（盛岡市）

第１回委員会質疑等の概要 

専門委員からの主な質疑等 事業担当課等の対応（回答） 

① 現在の県営及び盛岡市営野球場の取扱い

はどうなるのか。 

（スポーツ振興課） 

新球場が供用開始するまでは存続させるが、

その後については、現時点では確定していな

い。予定している起債の条件が、２施設を 1

施設に集約した上で、供用開始後５年以内に廃

止することが条件となっていることから同起

債を財源とする場合は廃止することになる。仮

に現球場を残すこととなれば適切に維持管理

を行う。 

②  野球場が２施設から１施設へ統合となる

計画であるが、現野球場利用者の利用調整は

するのか。 

（スポーツ振興課） 

新野球場のグラウンドは人工芝で整備する

こととしており、施設利用可能な期間は現野球

場より延びることが予想される。そのため、現

在の県営及び盛岡市営野球場で開催する大会

は新野球場においても開催可能であると想定

しているが、利用調整が必要となった場合に

は、代替施設に振替するなどの対応も考えてい

る。 

③ 維持管理費の内訳はどうなる予定か。ま

た、収支計画の内訳はどうなっているのか。 

（スポーツ振興課） 

 維持管理費の内訳は、施設職員の人件費、設

備管理費、光熱費などであり、施設利用料金な

どの収入と維持管理費などの支出との差額は

県と盛岡市から指定管理料として事業者へ支

払うこととしている。 

資料 No.２ 
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④ 屋内練習場はどのようなスポーツなどに

対応するのか。また、施設の高さの上限を示

さないと事業者は迷うのではないのか。 

（スポーツ振興課） 

野球以外では、フットサル、ゲートボール、

幼稚園の運動会などの利用が想定される。 

 屋内練習場の高さの上限値は設定していな

いが、盛岡市の景観条例に抵触しないよう事業

者から提案いただくこととしている。 

⑤ 希少野生動植物調査の実施予定について

説明すること。 

（スポーツ振興課） 

第２回以降の委員会で説明する。 

第２回委員会質疑等の概要 

専門委員からの主な質疑等 事業担当課等の対応（回答） 

① 第１回委員会からの継続審議 

希少野生動植物調査の実施予定について

説明すること。 

意見 

 希少野生動植物調査に当たり、水生植物な

どは夏が調査の適期であることを考慮の上、

実施を検討願いたい。 

（スポーツ振興課） 

 希少野生動植物調査の実施に向け検討を

進めている。 

意見への回答 

御意見を参考に検討を進める。 

② 希少野生動植物調査を行うことを検討し

ているとのことだが、現在の貯水池に希少野

生動植物が発見された場合はどうするのか。 

（スポーツ振興課） 

現在の貯水池は公園敷地内の雨水処理を

行うため、平成７年に整備したもの。 

現在、事業者募集に当たり、貯水池の機能

を確保した計画を求めているところであり、

希少野生動植物が発見された場合は、事業者

が決定次第、希少野生動植物への配慮につい

て、盛岡市及び事業者と協議を進めたい。 

③ 野球場の配置計画は確定しているのか。周

辺の風景が見えなくなるのではないか。 

（スポーツ振興課） 

 配置計画は、施設（野球場、屋内練習場)

と各種動線を機能的に計画し、近隣住宅への

配慮するとともに、本塁の位置を事業計画地

の北東から北西までの間に配置することを

条件として提示している。 

 また、事業者には、盛岡市景観条例等を遵

守することとしていることから景観に配慮

した計画となる。 

④ 駐車場は 1,000 台を想定しているようだ

が、少ないことはないか。 

（スポーツ振興課） 

プロ野球の開催など多くの来場者が見込

まれる際は、盛岡市中央卸売市場の駐車場な

どを臨時駐車場として活用することや主催

者等と協議して臨時バスを運行することな

どを検討している。 
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（２）一級河川馬淵川広域河川改修事業（二戸市・八幡平市・一戸町） 

第１回委員会の質疑等の概要 

専門委員からの質疑等 事業担当課等の対応（回答） 

① 既往最大洪水量は何年確率となっている

か、また、既往最大洪水量を基にした整備で

十分なのか。 

（河川課） 

1/20～1/30 を想定している。他の工区と比

較しても同程度かそれ以上であり、対応でき

ると考える。また、今回のハード整備と一体

的にソフト対策を実施することしている。 

② 具体的なソフト対策とはどのようなもの

か。 

（河川課） 

河川情報システムを整備し、県民が水位な

どの情報を入手出来るようにしている。ま

た、馬淵川及び安比川は水位周知河川にして

おり、危険水位となった場合、市町村と情報

共有を図り、避難や水防活動を促すようにし

ている。更には、1,000 年に一度の大雨を想

定した浸水区域を県で設定し、それに基づい

て市町村がハザードマップを今後作成する。 

③ 馬淵川沿いに二戸地域特有の景観が形成

されているが、工事に当たって配慮している

か。景観を維持するため、有識者から意見を

聞くなどしていただきたい。 

（河川課） 

 現地の状況（川の状況、家屋の状況）に応

じ景観に配慮した設計をしている。委員の御

意見については今後検討していきたい。 

④ 自然環境配慮の具体的対策について説明

をすること。 

（河川課） 

第２回以降の委員会で説明する。 

⑤ 事業対象区間毎に B/Cを算出して評価につ

いて説明すること。 

（河川課） 

第２回以降の委員会で説明する。 

第２回委員会質疑等の概要 

専門委員からの主な質疑等 事業担当課等の対応（回答） 

① 第１回委員会からの継続審議 

自然環境配慮の具体的対策について説明

をすること。 

再質問 

 希少野生動植物調査はいつ実施したのか。 

意見 

 希少野生動植物によっては環境配慮が難

しい生物も居ることから、十分に配慮願いた

い。 

（河川課） 

 産卵・生息環境の保全、同様な環境の場所

への移植、生息地の保全・改変面積の最小化、

施工時の騒音、振動の抑制など工事着手前に

有識者の意見を聞きながら環境へ配慮する

予定である。 

再質問への回答 

 平成 26，27年度に実施した。 

意見への回答 

十分に注意したい。 
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② 第１回委員会からの継続審議 

事業対象区間毎に B/Cを算出して評価につ

いて説明すること。 

意見 

 区間毎の B/Cの算定結果を次回委員会で説

明すること。 

（河川課） 

 河川整備は、公平性や効率性の観点を踏ま

え、上下流、左右岸のバランス等を総合的に

検討して行うものである。 

意見への回答 

次回委員会で説明する。 

③ 河川沿いは農地であることから築堤盛土

ではなく、遊水地にする計画にした方がよい

のではないか。 

（河川課） 

地域の土地利用計画を聞きながら計画し

たものであり、この区域は遊水地の計画とは

ならなかった。 

※ゴシック部分が継続審議となったものである。 
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大規模事業評価についての県民意見募集の実施結果 

１ 意見募集の実施状況

(1)意見募集を行った事業 

盛岡南公園野球場（仮称）整備事業【事前評価】 

一級河川馬淵川広域河川改修事業【再評価】 

(2)意見の募集期間 

令和元年６月 14 日（金）～令和元年７月 16 日（火） 

(3)公表方法 

◆行政情報センター、行政情報サブセンター等への資料配架 

◆県公式ホームページへの資料等掲載 

◆報道機関への発表 

◆県広聴広報課ツイッター 

◆二戸市、八幡平市、一戸町広報 

 (4)意見の募集方法 

郵送（持参含む）、ファクシミリ、電子メールによる意見提出 

２ 意見の提出状況

(1) 盛岡南公園野球場（仮称）整備事業【事前評価】 

郵便 ファクシミリ 電子メール 意見提出件数 

２ ０ ０ 26 

(2) 一級河川馬淵川広域河川改修事業【再評価】 

郵便 ファクシミリ 電子メール 意見提出件数 

１ ０ ０ １ 

資料№３ 
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様
式
第
１
号
（
第
９
関
係
）

意
見
検
討
結
果
一
覧
表
（
案
）

（
案
名
：
大
規
模
施
設
整
備
事
業
事
前
評
価
に
つ
い
て
の
意
見
募
集
 

対
象
事
業
：
盛
岡
南
公
園
野
球
場
（
仮
称
）
整
備
事
業
）

番
 
号

意
 
見

検
討
結

果
（
県
の
考
え
方
）

決
定
へ
の

反
映
状
況

１
今

後
発

生
が

予
想

さ
れ

る
北

上
川

低
地

西
縁

断
層

帯
に

お
け

る
内
陸
直
下
の
巨
大
地
震
に
際
し
て
、
盛
岡
と
そ
の
周
辺
の
地
域

住
民

を
収

容
す

る
避

難
所

と
し

て
の

機
能

を
十

二
分

に
備

え
る

べ
き
と
考
え
る
。
食
糧
・
水
・
寝
具
等
、
住
民
の
ニ
ー
ズ
に
対
応

で
き
る
収
容
施
設
と
し
て
の
機
能
を
持
た
せ
る
べ
き
だ
。
そ
う
で

な
け
れ
ば
、
年
間
に
数
え
る
ほ
ど
し

か
無
い
ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト

の
み
に
使
用
す
る
の
で
は
、
多
額
の

公
費
を
投
じ
る
価
値
が
存
在

し
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 

 
2
01

9
年
４
月
に
策
定
、
公
表
し
た
盛
岡
南
公
園
野
球
場
（
仮
称
）
整
備
事
業

整
備
基
本
計
画
（
以
下
、
「
整
備
基
本
計
画
」
と
い
う
。）

に
お
い
て
、
災
害
時

の
対
応
と
し
て
、
備
蓄
や
救
援
物
資
の
拠
点
、
緊
急
避
難
場
所
と
地
域
の
安
全

安
心
の
機
能
を
整
備
す
る
こ
と
を
掲
げ
て
い
ま
す
。
 

Ｃ
（
趣

旨
同
一

） 

２
事
前
評
価
へ
の
意
見
を
求
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
県
の
事
前
評
価

の
際

、
参

考
と

し
た

資
料

の
概

要
程

度
は

示
す

べ
き

で
は

な
い

か
。
 
 

 
大
規
模
事
業
評
価
専
門
委
員
会
（
以
下
、
「
専
門
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
対

し
て
は
、
事
前
評
価
調
書
の
ほ
か
、
整
備
基
本
計
画
を
提
示
の
上
、
説
明
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
。
 

 
な
お
、
資
料
に
つ
い
て
は
、
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
公
表
し
て
お
り

ま
す
。
 

Ｆ
（
そ
の
他
）
 

３
盛
岡
市
景
観
計
画
の
『
田
園
・
丘
陵
計
画
地
域
』
に
整
備
さ
れ

る
施
設
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
市
の

計
画
に
よ
る
球
場
や
屋
内
練

習
場
の
規
模
、
色
彩
な
ど
に
全
く
影
響
は
な
い
の
か
、
関
係
項
目

を
明
示
し
、
影
響
の
な
い
旨
を
明
記
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
 

 
2
01

9
年
４
月
に
事
業
者
募
集
の
た
め
公
表
し
た
「
盛
岡
南
公
園
野
球
場
（
仮

称
）
整
備
事
業
要
求
水
準
書
」（

以
下
、「

要
求
水
準
書
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、

事
業
者
が
本
事
業
を
実
施
す
る
に

あ
た
り
遵
守
す
べ
き
法
令
等
に
、
盛
岡
市
景

観
条
例
等
を
規
定
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
本
事
業
は
盛
岡
市
景
観
計
画
等
に
沿

っ
て
、
実
施
さ
れ
る
も
の
で
す
。
 

Ｃ
（
趣

旨
同
一

） 
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４
県
・
市
が
単
独
で
整
備
す
る
よ
り
、
経
費
の
圧
縮
、
有
利
な
起

債
等
、
財
政
面
で
の
メ
リ
ッ
ト
ば
か
り
を
強
調
し
、
一
見
優
良
事

業
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
整
備
か
ら

５
年
以
内
に
既
設
施
設
の
取

り
壊
し
が
条
件
で
あ
り
、
規
模
や
施

設
の
老
朽
化
は
と
も
か
く
２

球
場
が
結
局
１
球
場
に
な
り
、
利
用
者
の
利
便
性
は
、
本
当
に
高

ま
る
の
か
、
特
に
一
般
市
民
・
県
民
の
利
用
に
問
題
は
な
い
か
。
 

取
り
壊
し
の
費
用
負
担
、
跡
地
の
利
用
計
画
な
ど
、
デ
メ
リ
ッ

ト
の
検
討
、
情
報
提
供
は
適
切
な
の
か
、
こ
の
よ
う
な
内
容
は
事

前
評
価
の
対
象
外
な
の
か
。
 

ま
た
、
こ
の
施
設
の
肝
心
な
施
設
内
容
や
周
辺
道
路
の
整
備
、

周
辺
を
含
む
、
広
い
視
野
に
よ
る
盛

岡
の
ま
ち
づ
く
り
に
対
す
る

考
え
方
な
ど
、
本
来
重
視
す
べ
き
内

容
が
お
ろ
そ
か
に
さ
れ
て
い

る
の

で
は

な
い

か
、

事
前

評
価

の
会

議
で

は
ど

の
よ

う
に

説
明

し
、
妥
当
と
判
断
さ
れ
た
の
か
。
 

 
既
存
の
県
営
と
市
営
そ
れ
ぞ
れ
の
野
球
場
を
利
用
し
て
き
た
硬
式
、
軟
式
の

各
野
球
団
体
の
利
用
に
つ
い
て
考
慮
す
る
と
と
も
に
、
盛
岡
南
公
園
野
球
場
（
仮

称
）（

以
下
、「

新
野
球
場
」
と
い
う
。
）
の
整
備
後
に
お
い
て
も
、
県
と
市
が

保

有
す
る
他
の
野
球
利
用
が
可
能
な
既
存
施
設
に
つ
い
て
、
利
用
者
の
利
便
性
を

確
保
す
る
よ
う
努
め
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
 

 
ま
た
、
新
野
球
場
の
整
備
に
当
た
っ
て
は
、
起
債
、
又
は
民
間
資
金
調
達
の

条
件
を
比
較
し
、
事
業
実
施
上
有
利
な
組
み
合
わ
せ
に
よ
り
資
金
調
達
を
行
う

こ
と
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
活
用
す
る
起
債
に
よ
っ
て
は
、
既
存
の
県
営
野

球
場
及
び
市
営
野
球
場
を
新
野
球
場
の
供
用
開
始
後
５
年
以
内
に
廃
止
す
る
こ

と
が
要
件
と
も
な
り
ま
す
の
で
、
そ
の
財
源
活
用
の
状
況
を
踏
ま
え
、
既
存
施

設
に
つ
い
て
は
、
今
後
改
め
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
 

 
な
お
、
当
該
事
業
の
費
用
対
効
果
に
つ
い
て
は
、
既
存
施
設
の
状
況
も
踏
ま

え
、
国
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
基
づ
き
算
出
し
、
基
本
設
計
後
の
事
前
評
価
の
時
に

示
す
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。
 

 
ま
た
、
施
設
周
辺
道
路
の
一
部
に
つ
い
て
は
、
要
求
水
準
書
に
お
い
て
、
観

客
等
の
利
便
性
の
向
上
や
安
全
性
の
確
保
等
を
目
的
に
整
備
す
る
ほ
か
、
県
と

し
て
は
、
渋
滞
緩
和
な
ど
が
期
待
さ
れ
る
新
た
な
道
路
の
事
業
化
に
向
け
、
盛

岡
市
と
連
携
し
国
に
働
き
か
け
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
 

 
こ
れ
ら
の
説
明
を
行
い
、
評
価
結
果
は
「
事
業
実
施
」
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で

す
。
 

Ｆ
（
そ
の
他
）
 

５
新
球
場
の
整
備
だ
け
が
事
前
評
価
な
の
か
。
大
規
模
事
業
で
あ

る
新
球
場
の
整
備
事
業
の
裏
に
は
、
前
述
の
よ
う
な
後
始
末
も
関

係
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
事
前
評
価

の
段
階
で
こ
れ
ら
を
除
外
し

て
い
る
事
前
評
価
は
事
業
実
施
の
た
め
の
理
屈
付
け
な
の
か
。
こ

の
事
業
の
全
体
像
を
き
ち
ん
と
説
明
す
べ
き
で
あ
り
、
施
設
整
備

だ
け
を
整
理
し
た
、
事
前
評
価
自
体
、
問
題
は
な
い
の
か
。
 

 
新
野
球
場
の
整
備
に
当
た
っ
て
は
、
起
債
、
又
は
民
間
資
金
調
達
の
条
件
を

比
較
し
、
事
業
実
施
上
有
利
な
組
み
合
わ
せ
に
よ
り
資
金
調
達
を
行
う
こ
と
と

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
活
用
す
る
起
債
に
よ
っ
て
は
、
既
存
の
県
営
野
球
場
及

び
市
営
野
球
場
を
新
野
球
場
の
供
用
開
始
後
５
年
以
内
に
廃
止
す
る
こ
と
が
要

件
と
も
な
り
ま
す
の
で
、
そ
の
財
源
活
用
の
状
況
を
踏
ま
え
、
既
存
施
設
に
つ

い
て
は
、
今
後
改
め
て
検
討
し
て
い
き
ま
す
。
 

 
な
お
、
当
該
事
業
の
費
用
対
効
果
に
つ
い
て
は
、
既
存
施
設
の
状
況
も
踏
ま

え
、
国
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
基
づ
き
算
出
し
、
基
本
設
計
後
の
事
前
評
価
の
時
に

示
す
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。
 

 
よ
っ
て
、
今
回
の
事
前
評
価
に
つ
い
て
は
、
問
題
な
い
も
の
と
捉
え
て
い
ま

す
。
 

Ｆ
（
そ
の
他
）
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６
屋

内
練

習
場

は
フ

ッ
ト

サ
ル

な
ど

の
野

球
以

外
の

ス
ポ

ー
ツ

で
も
利
用
可
能
と
し
て
い
る
が
、
そ

れ
ら
の
需
要
予
測
は
行
っ
た

の
か
。
判
断
材
料
と
し
た
と
思
わ
れ

る
市
の
調
査
の
概
要
や
県
の

デ
ー
タ
な
ど
を
示
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
 

 
屋
内
練
習
場
に
つ
い
て
は
、
現
県
営
野
球
場
屋
内
練
習
場
や
他
県
の
類
似
施

設
の
利
用
実
績
、
関
係
競
技
団
体
の
意
見
等
を
踏
ま
え
、
稼
働
率
向
上
の
た
め

に
野
球
の
み
な
ら
ず
複
数
の
ス
ポ
ー
ツ
が
利
用
可
能
な
形
態
と
し
た
と
こ
ろ
で

す
。
 

 
な
お
、
こ
れ
ら
の
意
見
等
は
、
2
01

8
年
２
月
に
盛
岡
市
が
公
表
し
た
「
盛
岡

南
公
園
野
球
場
（
仮
称
）
整
備
事
業
民
間
活
力
導
入
可
能
性
調
査
業
務
報
告
書
」

（
以
下
、
「
民
間
活
力
導
入
可
能
性
調
査
」
と
い
う
。
）
及
び
県
営
野
球
場
の
利

用
実
績
は
、
20
19

年
４
月
に
盛
岡

市
が
公
表
し
た
要
求
水
準
書
に
デ
ー
タ
等
が

掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
 

Ｆ
（
そ
の
他
）
 

７
現
施
設
は
、
地
域
活
性
化
、
地
域
振
興
に
ど
の
程
度
貢
献
し
て

い
る
の
か
、
そ
れ
が
新
球
場
や
屋
内

練
習
場
に
よ
り
、
ど
れ
だ
け

向
上
す
る
と
想
定
し
、
事
前
評
価
を

さ
れ
た
の
か
、
想
定
内
容
と

数
値
を
示
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
 

 
現
施
設
は
、
長
年
、
野
球
関
係
者
や
県
民
に
親
し
ま
れ
、
県
や
市
の
ス
ポ
ー

ツ
振
興
を
担
う
拠
点
施
設
と
し
て
利
用
さ
れ
て
き
た
施
設
で
す
。
 

 
新
野
球
場
に
つ
い
て
は
、
人
工
芝
で
整
備
す
る
こ
と
に
よ
り
、
天
然
芝
に
比

べ
養
生
期
間
が
不
用
と
な
り
、
①
春
や
秋
の
利
用
期
間
の
延
長
が
可
能
と
な
る

こ
と
、
②
利
用
時
間
を
早
朝
か
ら
ナ
イ
タ
ー
ま
で
利
用
が
可
能
と
な
る
こ
と
、

③
別
棟
で
整
備
す
る

5
0ｍ

×
5
0ｍ

の
屋
内
練
習
場
の
利
用
が
可
能
と
な
る
こ

と
、
④
岩
手
飯
岡
駅
や
盛
岡
南
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
が
近
く
、
広
域
か
ら
の
ア

ク
セ
ス
が
可
能
と
な
る
こ
と
等
を
踏
ま
え
、
施
設
年
間
利
用
者
数
を

2
01
7
年
度

1
4
万
人
か
ら
、
供
用
開
始
の

2
02
3
年
度
に
は

15
万
１
千
人
と
す
る
目
標
値
を

設
定
し
た
と
こ
ろ
で
す
。
 

 
ま
た
、
2
02
4
年
度
以
降
に
お
い
て
も
、
高
規
格
な
施
設
が
整
備
さ
れ
る
こ
と

に
よ
り
大
規
模
な
大
会
や
ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト
、
合
宿
等
の
誘
致
が
進
み
、
更

な
る
利
用
者
増
を
図
ら
れ
、
地
域
活
性
化
に
も
繋
が
っ
て
い
く
も
の
と
捉
え
、

事
前
評
価
に
お
い
て
、
妥
当
で
あ
る
判
断
し
ま
し
た
。

 

Ｆ
（
そ
の
他
）
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８
施
設
が
整
備
さ
れ
る
盛
岡
南
公
園
は
、
都
市
公
園
の
種
別
で
総

合
公
園
と
さ
れ
て
い
る
。
県
の
公
園
で
は
な
い
が
、
総
合
公
園
の

大
部
分
が
球
技
場
、
野
球
場
、
２
か
所
の
駐
車
場
と
な
り
、
総
合

公
園

と
し

て
施

設
内

容
が

大
変

貧
弱

で
運

動
公

園
の

よ
う

な
内

容
で
は
な
い
か
。
都
市
計
画
を
指
導
す
る
立
場
の
県
と
し
て
、
公

園
の
土
地
利
用
と
し
て
妥
当
と
判
断
し
て
い
る
の
か
。
施
設
の
事

前
評
価
ば
か
り
で
、
施
設
が
整
備
さ

れ
る
都
市
公
園
の
施
設
内
容

を
評
価
の
対
象
と
は
し
な
い
理
由
は
何
か
。
 

た
だ

単
に

用
地

取
得

費
が

不
要

な
公

園
敷

地
を

使
う

と
い

う

事
業
上
の
メ
リ
ッ
ト
か
ら
な
の
か
。
 

 
盛
岡
南
公
園
は
、
平
成
７
年
の
都
市
計
画
決
定
に
お
い
て
、
野
球
場
を
整
備

す
る
計
画
で
大
臣
の
認
可
を
受
け
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
 

 
ま
た
、
今
回
の
大
規
模
事
業
評
価
で
は
、
県
が
盛
岡
市
と
共
同
で
整
備
す
る

新
野
球
場
が
対
象
と
な
り
ま
す
。
 

Ｆ
（
そ
の
他
）
 

９
施
設
の
概
要
及
び
規
模
の
欄
に
、
基
本
計
画
案
で
は
内
野
が
人

工
芝
と
さ
れ
て
い
た
が
、
事
前
評
価

の
資
料
に
は
そ
の
記
載
が
な

い
が
、
こ
の
こ
と
は
事
前
評
価
の
対
象
で
は
な
い
の
か
。
ま
た
夜

間
照
明
設
備
を
記
載
し
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
も
事
前
評
価
の
対

象
で
は
な
い
の
か
。
 

さ
ら

に
熱

中
対

策
に

も
な

る
内

野
席

へ
の

屋
根

の
設

置
は

検

討
さ
れ
て
い
る
の
か
。
 

 
大
規
模
事
業
評
価
専
門
委
員
会
に
お
い
て
は
、
事
前
評
価
調
書
の
ほ
か
に
、

整
備
基
本
計
画
を
配
付
し
、
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
人
工
芝
と
し
、
夜
間
照
明
を
整
備

す
る
計
画
も
併
せ
て
説
明
し
た
と
こ
ろ
で
す
。
 

 
な
お
、
内
野
席
へ
の
屋
根
の
設
置
に
つ
い
て
は
要
求
水
準
書
に
お
い
て
、
バ

ッ
ク
ネ
ッ
ト
裏
に
ス
タ
ン
ド
屋
根
を
設
け
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
 

Ｃ
（
趣

旨
同
一

） 

10
 

収
容
人
数
も

2
0,

00
0
人
と
増
や

し
た
が
、
比
較
対
象
と
し
た

類
似
施
設
に
比
較
し
、
小
規
模
で
あ
る
。
プ
ロ
野
球
を
本
気
で
考

え
る
な
ら
、
本
当
に
こ
の
程
度
の
規
模
で
い
い
の
か
。
 

新
野

球
場

の
収

容
人

数
２

万
人

規
模

は
、

こ
れ

ま
で

の
県

営
野

球
場

に
お

け

る
プ

ロ
野

球
開

催
時

の
観

客
数

や
全

国
の

プ
ロ

野
球

が
開

催
さ

れ
る

地
方

球
場

の
収
容
人
数
の
規
模
な
ど
か
ら
、
平
均
的
な
収
容
人
数
と
し
ま
し
た
。
 

な
お
、
2
01

7
年
度
に
盛
岡
市

が
実
施
し
た
民
間
活
力
導
入
可
能
性
調
査
に
お

い
て
、
プ
ロ
野
球
球
団
か
ら
は
、
収
容
人
数
に
つ
い
て
意
見
を
伺
っ
て
お
り
、「

プ

ロ
野
球
開
催
に
当
た
っ
て
は
２
万

人
規
模
で
支
障
が
な
い
。
」
と
い
う
意
見
を
い

た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
 

Ｆ
（
そ
の
他
）
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現
在
の
県
営
で
さ
え
、
内
野
で

1
2,

46
2
席
、
外
野
で

12
,5
00

席
の
計
約

2
5,
0
00

席
と
あ
る
。
外
野

席
は

、
内
野
と
異
な
り
『
席
』

の
記
載
が
な
い
が
、
今
と
同
じ
芝
生
席
な
の
か
。
せ
め
て
外
野
も

椅
子
席
の
設
定
を
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

 

 
外
野
席
は
、
現
県
営
野
球
場
の
利
用
状
況
や
他
県
の
類
似
施
設
を
参
考
に
、

芝
生
席
の
計
画
と
し
て
い
ま
す
。
 

Ｆ
（
そ
の
他
）
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12
 

現
在

の
球

場
も

プ
ロ

公
式

戦
が

開
催

で
き

る
唯

一
の

施
設

で

あ
り
、
新
球
場
も
同
様
の
施
設
に
な
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
で

あ
れ
ば
プ
ロ
野
球
の
試
合
の
誘
致
に
少
し
で
も
有
利
な
よ
う
に
、

観
客
数
の

25
,
00
0
人
、
外
野
席
も

椅
子
席
に
す
る
な
ど
周
辺
の

県
の
球
場
と
は
差
別
化
を
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
球
団
も
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
で

は
な

い
の

で
利

益
が

少
な

い
と

い
う

球
場

で
は

開
催

を
積

極
的

に
検

討
す

る
に

当
た

ら
な

い
と

考
え

る
が

如
何

か
。
事
前
評
価
で
は
ど
の
よ
う
に
判
断
さ
れ
た
の
か
。
 

新
野

球
場

の
収

容
人

数
２

万
人

規
模

は
、

こ
れ

ま
で

の
県

営
野

球
場

に
お

け

る
プ

ロ
野

球
開

催
時

の
観

客
数

や
全

国
の

プ
ロ

野
球

が
開

催
さ

れ
る

地
方

球
場

の
収
容
人
数
の
規
模
な
ど
か
ら
、
平
均
的
な
収
容
人
数
と
し
ま
し
た
。
 

ま
た

、
外

野
席

は
、

現
県

営
野

球
場

の
利

用
状

況
や

他
県

の
類

似
施

設
を

参

考
に
、
芝
生
席
の
計
画
と
し
た
と
こ
ろ
で
す
。
 

な
お
、
2
01

7
年
度
に
盛
岡
市

が
実
施
し
た
民
間
活
力
導
入
可
能
性
調
査
に
お

い
て
、
プ
ロ
野
球
球
団
か
ら
は
、
収
容
人
数
に
つ
い
て
意
見
を
伺
っ
て
お
り
、「

プ

ロ
野
球
開
催
に
当
た
っ
て
は
２
万

人
規
模
で
支
障
が
な
い
。
」
と
い
う
意
見
を
い

た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
 

よ
っ
て
、
今
回
の
事
前
評
価
に

お
い
て
も
妥
当
と
判
断
し
た
と
こ
ろ
で
す
。
 

Ｆ
（
そ
の
他
）
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人
工
芝
の
施
設
は
、
県
で
唯
一
の
も
の
と
な
る
が
、
そ
の
場
合
、

こ
の
施
設
の
最
も
利
用
頻
度
の
高
い
高
校
野
球
に
お
い
て
、
地
区

大
会

等
利

用
す

る
機

会
が

多
い

盛
岡

地
区

の
高

校
と

沿
岸

、
県

北
、
県
南
の
高
校
の
よ
う
に
、
日
常

的
に
利
用
で
き
な
い
高
校
に

は
、
不
利
な
状
況
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。
大
都
市
で
は
人
工
芝

の
球
場
が
多
い
が
、
そ
の
数
は
多
く
な
い
。

 

高
校
野
球
の
聖
地
で
あ
る
甲
子
園
も
天
然
芝
の
球
場
で
あ
る
。
 

 
新
野
球
場
の
利
用
に
つ
い
て
は

、
全
県
的
な
利
用
を
想
定
し
、
高
校
野
球
を

は
じ
め
と
し
た
野
球
関
係
団
体
と

の
利
用
調
整
会
議
等
を
通
じ
、
適
切
な
利
用

調
整
に
努
め
て
い
き
ま
す
。
 

D（
参
考
）
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人
工

芝
の

場
合

は
春

の
利

用
開

始
が

１
か

月
ほ

ど
早

く
は

な

る
と

思
わ

れ
る

が
、

そ
の

１
か

月
利

用
期

間
が

長
く

な
る

こ
と

で
、
ど
れ
ほ
ど
の
メ
リ
ッ
ト
を
想
定
す
る
の
か
。
 

 
こ
れ
ま
で
県
営
野
球
場
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
利
用
期
間
は
、
４
月
下
旬
か
ら

1
1

月
上
旬
で
す
が
、
新
野
球
場
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
人
工
芝
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

降
雪
の
影
響
が
な
け
れ
ば
冬
期
間

の
使
用
も
可
能
と
な
る
こ
と
か
ら
、
メ
リ
ッ

ト
が
大
き
い
も
の
と
捉
え
て
い
ま

す
。
 

Ｆ
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年
に

数
試

合
も

あ
れ

ば
い

い
プ

ロ
野

球
や

試
合

数
の

必
ず

し

も
多
い
と
は
言
え
な
い
大
学
、
都
市

対
抗
の
た
め
に
人
工
芝
と
い

う
の

は
如

何
な

も
の

か
高

校
生

の
レ

ベ
ル

に
合

わ
せ

る
べ

き
で

は
な
い
か
。
 

 
積
雪
寒
冷
地
の
本
県
に
と
っ
て
は
、
土
や
天
然
芝
に
比
べ
、
天
候
の
影
響
が

小
さ
く
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
利
用
期
間
が
長
期
に
な
る
こ
と
、
施
肥
や
防
虫
等
の
対

策
が
必
要
な
く
維
持
・
管
理
が
容
易
な
こ
と
な
ど
の
メ
リ
ッ
ト
を
踏
ま
え
人
工

芝
を
採
用
す
る
計
画
と
し
た
と
こ
ろ
で
す
。
 

 
ま
た
、
岩
手
県
高
等
学
校
野
球
連
盟
か
ら
は
、
他
県
で
開
催
さ
れ
る
東
北
大

会
等
で
は
人
工
芝
グ
ラ
ウ
ン
ド
で
試
合
が
行
な
わ
れ
て
お
り
、
新
野
球
場
整
備

で
は
人
工
芝
グ
ラ
ウ
ン
ド
と
す
る
こ
と
の
要
望
を
受
け
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
 

Ｆ
（
そ
の
他
）
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ス
パ
イ
ク
な
ど
の
用
具
な
ど
、
負

担
を
増
や
す
だ
け
で
は
な
い

か
。

今
後

の
少

子
化

や
連

合
チ

ー
ム

の
増

加
も

懸
念

さ
れ

る
現

在
、
利
用
す
る
た
め
の
条
件
を
低
く
す
る
こ
と
が
、
野
球
人
口
の

継
続
に
も
資
す
る
の
で
は
な
い
か
。
 

 
整
備
基
本
計
画
の
策
定
に
あ
た
っ
て
は
、
県
内
の
野
球
関
係
団
体
か
ら
の
意

見
や
、
土
や
天
然
芝
に
比
べ
天
候
の
影
響
が
小
さ
く
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
利
用
期
間

が
長
期
に
な
る
こ
と
な
ど
の
メ
リ
ッ
ト
を
踏
ま
え
人
工
芝
を
採
用
し
た
と
こ
ろ

で
す
。
 

Ｆ
（
そ
の
他
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底
辺
を
広
げ
る
意
味
で
も
、
最
も

利
用
頻
度
の
高
い
高
校
生
の

レ
ベ
ル
に
合
わ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
ま
た
人
工
芝
は
今
後
も

新
し
い
技
術
に
よ
り
、
よ
り
性
能
の

向
上
し
た
製
品
が
開
発
さ
れ

る
可
能
性
が
あ
り
、
ま
た
改
修
時
の
負
担
は
相
当
な
額
に
な
る
。

ま
た
膝
な
ど
身
体
へ
の
影
響
が
顕
著
で
あ
り
、
選
手
へ
の
負
担
が

大
き
い
の
で
は
な
い
か
。
 

 
新
野
球
場
は
公
認
野
球
規
則
の
基
準
を
満
た
し
、
高
校
野
球
を
は
じ
め
、
大

学
リ
ー
グ
、
社
会
人
野
球
、
プ
ロ
野
球
１
軍
公
式
戦
に
も
対
応
で
き
る
規
格
と

し
て
い
ま
す
。
 

 
ま
た
、
天
然
芝
も
一
定
の
年
数
が
経
過
す
る
と
人
工
芝
と
同
様
、
張
替
が
必

要
に
な
り
、
こ
れ
を
踏
ま
え
た
維
持
管
理
費
の
比
較
で
は
天
然
芝
に
比
べ
人
工

芝
が
低
コ
ス
ト
と
な
る
と
見
込
ま
れ
ま
す
。
 

 
さ
ら
に
、
人
工
芝
の
技
術
革
新
が
進
み
、
身
体
へ
の
負
担
も
軽
減
さ
れ
て
き

て
い
る
状
況
に
あ
り
ま
す
。
 

Ｆ
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そ
の
他
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事
業
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
、
周
辺
道

路
の
整
備
が
記
載
さ
れ
て
い

な
い
。
直
接
に
は
、
こ
の
事
業
評
価
の
対
象
外
な
の
だ
ろ
う
が
、

終
点

の
施

設
の

整
備

だ
け

の
ス

ケ
ジ

ュ
ー

ル
で

完
成

後
の

ア
ク

セ
ス
は
、
こ
の
事
前
評
価
で
ど
の
よ
う
に
考
慮
さ
れ
た
の
か
。
 

 
建
設
予
定
地
は
、
J
R
岩
手
飯
岡
駅
か
ら
徒
歩
圏
内
で
あ
り
、
盛
岡
南

IC
か
ら

も
近
い
こ
と
か
ら
、
盛
岡
市
以
外
に
在
住
す
る
県
民
に
と
っ
て
も
ア
ク
セ
ス
が

良
い
と
評
価
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
 

Ｆ
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最
終
ペ
ー
ジ
の
予
定
地
選
定
の
考
え
方
に
、
公
交
通
機
関
や
車

で
の

ア
ク

セ
ス

に
配

慮
さ

れ
て

い
る

、
と

あ
る

が
、

現
在

の
J
R

の
本
数
や
車
両
数
で
野
球
場
利
用
者
に
対
応
で
き
る
の
か
、
当
該

施
設
へ
の
ア
ク
セ
ス
道
路
が
未
整
備
で
あ
る
が
、
大
量
の
車
に
よ

る
渋
滞
の
懸
念
は
な
い
の
か
。
施
設

整
備
の
た
め
の
建
設
車
両
は

現
在
の
道
路
状
況
で
大
丈
夫
な
の
か
。
施
設
整
備
を
先
行
し
て
ア

ク
セ
ス
道
路
の
整
備
を
行
う
べ
き
と
考
え
る
が
、
如
何
か
。
事
前

評
価
で
は
ど
う
の
よ
う
に
検
討
さ
れ
た
の
か
。
 

 
プ
ロ
野
球
な
ど
の
大
規
模
イ
ベ
ン
ト
開
催
時
に
は
、
他
の
事
例
と
同
様
、
臨

時
バ
ス
等
に
よ
り
対
応
し
て
い
る
状
況
で
あ
り
、
主
催
者
等
と
協
議
を
行
い
な

が
ら
、
増
便
等
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。
 

ま
た
、
渋
滞
対
策
に
つ
い
て
は
、
盛
岡
市
中
央
卸
売
市
場
な
ど
、
周
辺
駐
車

場
の
臨
時
的
活
用
を
併
せ
て
検
討
し
て
い
き
ま
す
。
 

 
ま
た
、
施
設
整
備
の
た
め
の
建
設
車
両
の
通
行
は
、
現
在
の
道
路
状
況
で
問

題
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
い
ま
す
。
 

 
な
お
、
施
設
周
辺
道
路
の
一
部
に
つ
い
て
は
、
要
求
水
準
書
に
お
い
て
、
観

客
等
の
利
便
性
の
向
上
や
安
全
性
の
確
保
等
を
目
的
に
整
備
す
る
ほ
か
、
県
と

し
て
は
、
渋
滞
緩
和
な
ど
が
期
待
さ
れ
る
新
た
な
道
路
の
事
業
化
に
向
け
、
盛

岡
市
と
連
携
し
国
に
働
き
か
け
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
 

 
事
前
評
価
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
検
討
を
行
っ
て
き
た
と

こ
ろ
で
す
。
 

Ｆ
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そ
の
他
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2
0,

00
0
人
規
模
の
集
客
の
施
設
で
観
覧
車
用
駐
車
場
は

1
,0
00

台
で
十
分
と
考
え
る
の
か
、
４
人
乗
車
で
も

4
,0
00

人
。
残
り
の

1
6,

00
0
人
を
夜
間
の

J
R
利
用
で
対
応
可
能
と
考
え
る
の
か
。
一

体
年

に
プ
ロ
の
試
合
を
何
試
合
、
具
体
的
に
想
定
し
た
も
の
な
の

か
。

 

 
プ
ロ
野
球
な
ど
の
大
規
模
イ
ベ
ン
ト
開
催
時
に
は
、
施
設
内
の
駐
車
場
の
ほ

か
、
盛
岡
市
中
央
卸
売
市
場
な
ど
、
周
辺
駐
車
場
の
臨
時
的
活
用
や
、
バ
ス
、

列
車
の
増
発
等
を
検
討
し
て
い
き
ま
す
。
 

 
ま
た
、
最
近
の
プ
ロ
野
球
１
軍
公
式
戦
の
開
催
は
年
１
、
２
試
合
程
度
で
推

移
し
て
い
ま
す
が
、
高
規
格
な
野
球
場
が
整
備
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
現
状
以
上

の
試
合
数
を
見
込
め
る
と
想
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
 

Ｆ
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プ
ロ

の
試

合
以

外
の

日
常

の
公

園
施

設
で

サ
ッ

カ
ー

場
と

野

球
場
用
の
２
か
所
の
駐
車
場
は
、
た

だ
の
何
も
な
い
広
場
と
思
わ

れ
る
が
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
事

前
評
価
の
際
に
ど
の
よ
う
に

考
慮
し
、
妥
当
と
判
断
し
た
の
か
。
 

 
要
求
水
準
書
に
お
い
て
は
、
新
野
球
場
の
事
業
区
域
に
お
い
て
ス
ポ
ー
ツ
振

興
の
拠
点
と
し
て
の
機
能
を
十
分
に
発
揮
で
き
る
よ
う
自
主
事
業
の
積
極
的
な

展
開
を
要
求
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
事
前
評
価
に
お
い
て
は
、
今
後
、
駐

車
場
も
含
め
様
々
な
活
用
の
提
案
を
事
業
者
に
期
待
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
 

Ｆ
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そ
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他
）
 

22
 

県
の
姿
勢
は
、
た
だ
単
に
新
し
い

球
場
を
整
備
す
る
こ
と
だ
け

を
目
標
と
し
、
県
は
盛
岡
市
の
ま
ち
づ
く
り
に
対
し
て
、
ど
の
よ

う
に
考
え
て
い
る
の
か
、
そ
れ
は
市

の
責
任
で
か
ん
が
え
る
こ
と

で
あ
る
と
い
う
姿
勢
な
の
か
。
 

 
盛
岡
南
公
園
は
、
平
成
７
年
の
都
市
計
画
決
定
に
お
い
て
、
野
球
場
を
整
備

す
る
計
画
で
大
臣
の
認
可
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
今
般
の
新
野
球

場
の
整
備
は
、
盛
岡
市
の
ま
ち
づ
く
り
政
策
に
あ
た
る
「
盛
岡
市
総
合
計
画
」

に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
 

 
県
に
お
い
て
は
、
2
01

9
年
３
月
に
岩
手
県
ス
ポ
ー
ツ
推
進
計
画
を
策
定
し
、

「
地
域
を
活
性
化
さ
せ
る
ス
ポ
ー
ツ
の
推
進
」
を
施
策
の
柱
と
し
て
、
新
野
球

場
を
活
用
し
た
大
規
模
な
大
会
や
ス
ポ
ー
ツ
・
イ
ベ
ン
ト
等
の
開
催
な
ど
、
盛

岡
市
と
連
携
し
、
ス
ポ
ー
ツ
を
通
じ
た
地
域
活
性
化
に
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。
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選
定
理
由
に
ア
ク
セ
ス
が
良
い
と
さ
れ
て
い
る
が
、
本
当
に
そ

う
言
え
る
の
か
。
周
辺
道
路
の
整
備
、
JR

の
本
数
は
十
分
な
の
か
。

増
発
な
ど
に
つ
い
て

JR
と
協
議
す
る
余
地
は
あ
る
の
か
。
 

 
施
設
周
辺
道
路
の
一
部
に
つ
い

て
は
、
要
求
水
準
書
に
お
い
て
、
観
客
等
の

利
便
性
の
向
上
や
安
全
性
の
確
保

等
を
目
的
に
整
備
す
る
ほ
か
、
県
と
し
て
は
、

渋
滞
緩
和
な
ど
が
期
待
さ
れ
る
新

た
な
道
路
の
事
業
化
に
向
け
、
盛
岡
市
と
連

携
し
国
に
働
き
か
け
て
い
く
こ
と

と
し
て
い
ま
す
。
 

 
ま
た
、
プ
ロ
野
球
な
ど
の
大
規
模
イ
ベ
ン
ト
開
催
時
に
は
、
施
設
内
の
駐
車

場
の
ほ
か
、
盛
岡
市
中
央
卸
売
市
場
な
ど
、
周
辺
駐
車
場
の
臨
時
的
活
用
や
、

バ
ス
、
列
車
の
増
発
等
を
検
討
し
て
い
き
ま
す
。
 

Ｆ
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利
用
者
へ
の
配
慮
と
し
て
、
駐
車
場
、
周
辺
道
路
か
ら
の
歩
行

者
専
用
道
路
を
整
備
し
、
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
言
う
駐
車
場
は
公

園
外
に
も
駐
車
場
が
整
備
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
か
。
公
園
内
の
駐

車
場
か
ら
の
球
場
へ
の
ア
ク
セ
ス
は
、
当
然
公
園
内
の
園
路
を
利

用
す
る
の
で
あ
り
、
歩
車
分
離
は
検
討
の
対
象
外
で
は
な
い
か
。

広
い
公
園
内
の
駐
車
場
内
の
こ
と
を
指
す
の
か
。
 

 
駐
車
場
は
、
公
園
内
の
整
備
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
関
連
施
設
の
歩

行
者
専
用
通
路
に
つ
い
て
は
、
可
能
な
限
り
歩
車
分
離
を
図
り
、
歩
行
者
の
安

全
確
保
に
十
分
な
対
策
を
取
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。
 

Ｆ
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の
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大
規
模
事
業
で
あ
れ
ば
、
事
前
に

周
辺
地
域
の
自
然
環
境
は
把

握
し
て
い
な
い
の
か
。
こ
の
こ
と
も

事
前
評
価
の
際
に
ど
の
よ
う

説
明

し
た

の
か

、
こ

の
意

見
募

集
の

資
料

に
は

示
さ

れ
な

い
の

か
。
 

環
境
ア
セ
ス
の
対
象
で
は
な
い
の
か
。
市
の
公
園
整
備
の
際
の

資
料
は
整
理
さ
れ
て
い
る
の
か
。
 

 
事
前
評
価
調
書
を
基
に
、
盛
岡
南
公
園
内
は
、
岩
手
県
自
然
環
境
保
全
指
針

に
よ
る
環
境
保
全
区
分
が
「
E」
（
自
然
環
境
が
強
度
に
改
変
さ
れ
、
あ
る
い
は

ほ
と
ん
ど
欠
く
こ
と
に
よ
り
、
概
ね
人
為
的
環
境
と
な
っ
て
い
る
地
域
）
で
あ

る
と
、
専
門
委
員
会
へ
説
明
し
た
と
こ
ろ
で
す
。
 

 
専
門
委
員
会
に
お
い
て
、
希
少

動
植
物
等
の
調
査
が
必
要
と
の
意
見
を
い
た

だ
い
た
こ
と
か
ら
、
今
後
、
調
査
の
実
施
に
向
け
て
検
討
を
進
め
て
い
き
ま
す
。 

 
環
境
ア
セ
ス
に
つ
い
て
は
、
今

回
の
事
業
の
開
発
面
積
が

9
.1
8h
a
で
あ
り
、

岩
手
県
環
境
評
価
条
例
の
対
象
事
業
（
第
一
種
事
業
：
1
00
ha

以
上
、
第
二
種
事

業
：
5
0h

a
以
上

1
00
ha

未
満
）
に

該
当
し
ま
せ
ん
。
ま
た
、
市
の
公
園
整
備
時

に
お
い
て
も
、
対
象
外
と
な
っ
て

い
ま
す
。
 

Ｆ
（
そ
の
他
）
 

26
 

公
共
の
考
え
方
は
、
事
業
の
効
果

を
過
大
に
設
定
す
る
傾
向
が

あ
り
、
事
業
実
施
の
妥
当
性
、
正
当
性
を
述
べ
る
こ
と
が
多
い
が
、

こ
れ
か
ら
の
時
代
を
考
え
る
と
、
相

当
厳
し
い
条
件
を
設
定
し
検

討
す
る
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
事
前
評
価
の

際
、
事
業
効
果
な
ど
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
判
断
さ
れ
た
の
か
。
 

 
野
球
場
の
老
朽
化
の
課
題
を
抱

え
る
県
と
盛
岡
市
が
共
同
で
新
野
球
場
を
整

備
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ

単
独
で
整
備
す
る
場
合
に
比
較
し
て
財
政
面

で
の
メ
リ
ッ
ト
が
大
き
い
こ
と
、

更
に
県
内
の
ス
ポ
ー
ツ
振
興
を
支
え
る
拠
点

施
設
と
し
て
、
県
民
の
利
用
を
は

じ
め
、
ス
ポ
ー
ツ
大
会
・
イ
ベ
ン
ト
・
合
宿

等
の
誘
致
に
も
資
す
る
施
設
と
な

り
、
地
域
振
興
に
も
繋
が
る
な
ど
の
効
果
も

あ
り
、
事
前
評
価
に
お
い
て
「
事

業
実
施
」
と
し
た
と
こ
ろ
で
す
。
 

 
な
お
、
費
用
対
効
果
に
つ
い
て

は
、
国
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
基
づ
き
算
出
す
る

こ
と
と
し
て
お
り
、
基
本
設
計
後

の
事
前
評
価
の
時
に
示
す
こ
と
と
し
て
お
り

ま
す
。
 

Ｆ
（
そ
の
他
）
 

「
決
定
へ
の
反
映
状
況
」
欄
に
は
、
次
に
掲
げ
る
区
分
。

区
 
分

内
 
容

Ａ
（
全
部
反
映
）

意
見
の
内
容
の
全
部
を
反
映
し
、
計
画
等
の
案
を
修
正
し
た
も
の

Ｂ
（
一
部
反
映
）

意
見
の
内
容
の
一
部
を
反
映
し
、
計
画
等
の
案
を
修
正
し
た
も
の

Ｃ
（
趣
旨
同
一
）

意
見
と
計
画
等
の
案
の
趣
旨
が
同
一
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の

Ｄ
（
参
考
）

計
画
等
の
案
を
修
正
し
な
い
が
、
施
策
等
の
実
施
段
階
で
参
考
と
す
る
も
の

Ｅ
（
対
応
困
難
）

Ａ
・
Ｂ
・
Ｄ
の
対
応
の
い
ず
れ
も
困
難
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の

Ｆ
（
そ
の
他
）

そ
の
他
の
も
の
（
計
画
等
の
案
の
内
容
に
関
す
る
質
問
等
）

14



様
式
第
１
号
（
第
９
関
係
）

意
見
検
討
結
果
一
覧
表

（
案
名
：
大
規
模
施
設
整
備
事
業
再
評
価
に
つ
い
て
の
意
見
募
集
 

対
象
事
業
：
一
級
河
川
馬
淵
川
広
域
河
川
改
修
事
業
）

番
 
号

意
 
見

検
討
結
果
（
県
の
考
え
方
）

決
定
へ
の

反
映
状
況

１
九
戸
城
公
園
の
周
辺
で
「
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
」
に
指
定

さ
れ
て
い
る
箇
所
が
存
在
し
、
住
宅

等
が
狭
い
区
画
に
立
ち
並
ん

で
い
る
。
洪
水
に
際
し
て
、
ま
た
集

中
豪
雨
時
に
深
層
崩
壊
す
る

恐
れ
が
あ
る
の
で
、
河
川
改
修
事
業

の
中
に
組
み
入
れ
て
崩
壊
を

防
ぐ
べ
き
と
考
え
る
。

当
該
事
業
は
、
馬
淵
川
に
お
い
て
は
、
平
成

25
年

9
月
洪
水

と
同
等
規
模
の
洪
水
を
安
全
に
流

下
さ
せ
、
家
屋
等
の
浸
水
被
害

を
軽
減
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

い
ま
す
。

 
ご
意
見
の
地
域
に
つ
い
て
は
、
河
川
の
流
下
能
力
が
一
定
程
度

あ
る
こ
と
か
ら
、
今
回
の
整
備
区
間
の
対
象
と
は
な
っ
て
お
り
ま

せ
ん
。

ま
た
、
河
川
改
修
事
業
に
よ
り
深
層
崩
壊
を
防
ぐ
対
応
は
困
難

と
考
え
て
お
り
ま
す
。

Ｅ
（
対
応
困
難
）
 

「
決
定
へ
の
反
映
状
況
」
欄
に
は
、
次
に
掲
げ
る
区
分
。

区
 
分

内
 
容

Ａ
（
全
部
反
映
）

意
見
の
内
容
の
全
部
を
反
映
し
、
計
画
等
の
案
を
修
正
し
た
も
の

Ｂ
（
一
部
反
映
）

意
見
の
内
容
の
一
部
を
反
映
し
、
計
画
等
の
案
を
修
正
し
た
も
の

Ｃ
（
趣
旨
同
一
）

意
見
と
計
画
等
の
案
の
趣
旨
が
同
一
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の

Ｄ
（
参
考
）

計
画
等
の
案
を
修
正
し
な
い
が
、
施
策
等
の
実
施
段
階
で
参
考
と
す
る
も
の

Ｅ
（
対
応
困
難
）

Ａ
・
Ｂ
・
Ｄ
の
対
応
の
い
ず
れ
も
困
難
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の

Ｆ
（
そ
の
他
）

そ
の
他
の
も
の
（
計
画
等
の
案
の
内
容
に
関
す
る
質
問
等
）
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再
評
価
補
足
説
明
資
料

 

一
級
河
川
馬
淵
川
広
域
河
川
改
修
事
業

 

令
和
元
年
８
月

26
日

 
県
土
整
備
部

 
河
川
課

 

16

資料 No.４ 



１
 
事
業
対
象
区
間
毎
の

B/
Cの

算
出
に
つ
い
て

 

（
１
）
河

川
事
業
に
お
け
る
Ｂ

/Ｃ
の
算
出
方
法

 
 

 ○
便
益
（
Ｂ
）
 

 
・
直
接
被
害
防
止
便
益

 
 

 
（
家
屋
、
家
庭
用
品
、
事
業
所
、
農
作
物
、
公
共
土
木
施
設
等
の
被
害
額
）
 

 
・
間
接
被
害
防
止
便
益

 
 

 
（
事
業
所
の
営
業
停
止
被
害
、
家
屋
の
清
掃
等
の
応
急
対
策
費
用
等
）
 

 ○
コ
ス
ト
（
Ｃ
）
 

 
・
治
水
施
設
完
成
ま
で
の
総
建
設
費

 
 
・
施
設
完
成
後
の
維
持
管
理
費

 

 
17

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　



１
 
事
業
対
象
区
間
毎
の

B/
Cの

算
出
に
つ
い
て

 

（
２
）
各

工
区
ご
と
の
Ｂ

/Ｃ
 

 

○
算
定
条
件

 
 
・
便
益
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
工
区
ご
と
に
家
屋
や
事
業
所
、
農
作
物
等
の

 
 
資
産
の
状

況
を
精
査

 
 ○
試
算
結
果

 
 
・
す
べ
て
の
工
区
で
Ｂ

/Ｃ
は
１
を
上
回
る
こ
と
を
確
認

 
      

工
区

名
 

Ｂ
/Ｃ

 
金

田
一
工
区

 
1.

1 
堀
野
工
区

 
1.

1 
石
切
所
工
区

 
1.

0 
向
町
・
本
町
・
諏
訪
野
・
関
屋
工
区

 
1.

7 
安
比
・
福
田
工
区

 
2.

2 

工
区

名
 

Ｂ
/Ｃ

 
長
渡
呂
工
区

 
1.

5 
浄
法
寺
工
区

 
1.

2 
門
崎
・
下
藤
工
区

 
1.

5 
寺
志
田
・
荒
屋
新
町
工
区

 
1.

1 
保
戸
坂
工
区

 
1.

2 

 
18

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　



保
戸

坂
地
区
（
 B

/Ｃ
=1

.2
）
 

安
比
・
福
田
地
区
（
B/
Ｃ

=2
.2
）
 

金
田
一
地
区
（
 B

/Ｃ
=1

.1
 ）

 

凡
例

長
渡
路
地
区
（
B/
Ｃ

=1
.5
）
 

浄
法
寺
地
区

（
B/
Ｃ

=1
.2
）
 

門
崎
・
下
藤
地
区
（
B/
Ｃ

=1
.5
）
 

H
24

事
前
評
価

 
事
業
箇
所

 

堀
野
地
区
（
 B

/Ｃ
=1

.1
）
 

石
切
所
地
区
（
B/
Ｃ

=1
.0
）
 

H
26

随
時
再
評
価

 
追
加
箇
所

 

向
町
・
本
町
・
諏
訪
野
・
関

屋
地
区

（
B/
Ｃ

=1
.7
）
 

寺
志
田
・
荒
屋
新
町
地
区

（
B/
Ｃ

=1
.1
）
 

R
1随

時
再
評
価

 
追
加
箇
所

 

１
 
事
業
対
象
区
間
毎
の

B/
Cの

算
出
に
つ
い
て

 
（
２
）
各

工
区
ご
と
の
Ｂ

/Ｃ

19



１
 
事
業
対
象
区
間
毎
の

B/
Cの

算
出
に
つ
い
て

 

Ｈ
25

.9
浸
水
実
績

 

ｗ
＝

1/
30
浸
水
区
域

 

【
参
考
】
寺
志
田
・
荒
屋
新
町

工
区
の
Ｂ

/Ｃ
 

家
屋

 

田
畑
（
り
ん
ど
う
含
む
）
 

軽
井
沢
橋

 

不
動
橋

 

 
20

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　



１
 
事
業
対
象
区
間
毎
の

B/
Cの

算
出
に
つ
い
て

 

【
参
考
】
寺
志
田
・
荒
屋
新
町
工
区
の
Ｂ

/Ｃ
 

区
 

 
 
分

 
今

回
試

算
 

 
費
用
項
目

 
建
設
費

 
18

4.
9 

維
持
管
理
費

 
19

.5
 

総
費
用
（
Ｃ
）
 

20
4.

4 
 

便
益
項
目

 
被
害
軽
減
の
便
益

 
21

9.
5 

残
存
価
値

 
5.

6 
総
便
益
（
Ｂ
）
 

22
5.

1 
費
用
便
益
費
（
Ｂ

/Ｃ
）
 

1.
1 

【
被
害
軽
減
便

益
の
内
訳
】
 

 
一
般
資
産

 
 

 
 

 
 

   
  

79
.0
百
万
円

 
 
農
作
物

 
 

 
 

 
 

 
 

   
  

 6
.6
百
万
円

 
 
公
共
土
木
施
設

 
 

 
   

  1
31

.7
百
万
円

 
 
営
業
損
失
・
応
急
対
策

 
   

 2
.2
百
万
円

 

単
位
：
百
万
円

 

 
21

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　



様式１５

〔事業根拠法令等 港湾法第３４条 〕

(1) 事業目的

(2) 事業内容

岸壁（-5.5ｍ） 延長 L=100m

防波堤 延長 L=871m （防波堤(1)450ｍ、防波堤(2)70ｍ、防波堤(3)351ｍ）

護岸（防波） 延長 L=285m

(3) 整備目標等

(4) これまでの評価経緯

　 S59 ～ H26
S59 ～ H27
S59 ～ H14

事業概要図

          

  他

事
業
費
〔

百
万
円
〕

当初計画
総事業費
（S59）

前回再評価時
総事業費
（H20）

最　　終
総事業費
（H26）

8,103.0

(　-　)

（うち用地費）

14,245.0 8,556.5

S59年

14,260.8 　県

（うち用地費） 財　　源

(　-　)

工事
着手

最終全体事業期間

（うち用地費）

事業名 港湾改修事業 補助・単独 担当部課名

路線名等 地区名

大規模公共事業　事後評価調書

県土整備部　港湾課

岩泉町市町村
おもとこう

小本港
おもとはまちく

小本浜地区

用地
着手

(　-　)

(前回再評価時全体計画期間）

  国庫 5,704.3

（当初全体計画期間)

計画貨物量：　181千トン

平成15年度：再々評価時（事業継続後20年経過)　　　　　　　：　事業継続　(付帯意見なし)
事
　
　
　
　
業
　
　
　
　
概
　
　
　
　
要

事業
着手

S59年

①解決すべきとした課題
　岩泉町において産出される良質な硬質砂岩等の鉱産資源や林産資源の流通強化を図るため、物流拠点
を整備する必要があった。
②整備によって得られるとした効果
　小本港に港湾整備を進めることにより、地域における鉱山資源や林産資源等の物流拠点としての機能
効果が発現されることを想定して事業を実施したものである。

平成20年度：再々々評価（再々評価後5年経過）　　　　　　　：　事業継続　(付帯意見なし)

平成10年度：再評価時　（事業採択後10年経過し事業継続中)　：　事業継続　(付帯意見なし)

－
事業
期間

令和元年７月12日作成
資料№５
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整備効果の発現状況

 費用便益比分析

（単位：百万円）

建設費（現在価値化後）

総　費　用 (C)

残存価値

総　便　益 (B)

費 用 便 益 比 (B/C)

12,1354,605

1.3 1.1

※１　前回評価時と事後評価時の総費用（現在価値化）は、社会的割引率（4％）11年経過したための
　　　開差である。

7,996

区　　　分

295

116

便
益
項
目

188

取扱貨物の輸送コスト削減
便益

7,880

維持管理費（現在価値化後）

（基準年：S59年）（基準年：H20年） （基準年：R1年）

費用便益分析手法：港湾整備事業の費用対効果分析マニュアル　平成29年3月

10,887

費
用
項
目

10,180※１2,201

事業着手時 事後評価時

697

6,227

12,135※２

1.9

4,605

前回評価時

5,932

2,389

※２　平成26年度以降、防波堤整備が完了したことにより港内静穏度が向上し、取扱貨物は増加傾向
　　　にあったところであるが、自然災害等の影響もあり実績値としては変動が大きい状況である。
　　　現在、復興事業に関連する取扱貨物量の増加もあるが、今般、新たな新規取扱貨物需要（スラ
　　　グ、砂、硅石）としての利用計画があることから中期的な貨物取扱計画を考慮して便益を算出
　　　する。

事
 
 
業
 
 
の
 
 
効
 
 
果
 
 
等

　平成15年度の（-5.5ｍ）岸壁供用開始以降、岩泉町の採石業者により関東方面への舗装骨材として砕石の移出
が開始されてきたところであるが、その後、事業環境の変化等に伴う企業の解散（H20）、東日本大震災（H23)及
び台風10号（H28)の度重なる災害により取扱貨物量は低調に推移してきたところである。
　平成26年に防波堤の整備の完了に伴い、港内静穏度が向上したことで災害復旧用資材の取扱貨物量は増加
し、三陸沿岸の災害復旧事業にも一定の役割を果たしてきた状況である。
　これまでの利用状況も踏まえ、貨物の取り扱い実績においては当初計画貨物量に及ばないが、震災後の情勢
変化等もあり、現在においては新たな新規取扱貨物需要（スラグ砂、硅石等）も発現してきており、今後も地域経
済の活性化や物流ネットワークとして地域に果たす役割が十分に期待される状況である。
　なお、事業着手前後の貨物需要変化については、岩泉町からの移出を主要貨物として想定していたところであ
るが、近年の社会情勢変化に伴い、他地域からの移入貨物需要も大きくなってきている状況である。

小本港における取扱貨物
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既取扱貨物(移出) 既取扱貨物(移入) 復興事業用貨物(移入) 【新規】骨材・スラグ(移入) 【新規】硅石(移出) 【新規】原木等(移出)
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岸
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日
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台
風

号
10

計画貨物量 181,000トン

トン／年
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※費用便益が増減した理由

②利用者の意見

(1) 事業着手時と事後評価時の社会経済情勢の変化

　　

(2)　自然環境等の状況及び環境配慮事項

 （動植物、地形・地質、歴史文化、景観等の状況及び岩手県自然環境保全指針による保全区分）

 （事業実施において環境に配慮した事項）

 （事業完了後の環境の変化）

生態環境の変化は生じていない。

・本地区が国立公園第2種特別地域であることから、公園内でも代表的な景勝地である「熊の鼻」に
  近接する防波堤(2)の上部工について人工擬岩工法を用いることにより周辺景観との調和を図った。
・希少野生動物への配慮として、騒音振動を伴う工事の実施期間に配慮する等の対策を行った。

・自然景観との調和、希少野生動物の確認

・復興資材の移出入拠点として、地域における公共工事の円滑な推進や災害復旧事業がスムーズに
　進捗し、岩泉町の地域復興に寄与している。

国土強靱化年次計画2019
　19年度の主要施策は堤防やダム、排水施設の整備・機能強化といった事前防災対策、需要施設や避難
地、避難路の保全のための土砂災害対策、住宅、学校、道路橋梁などの耐震化であり、今後もセメン
ト、骨材需要が高まる。

・岩手県自然環境保全指針による保全区分「A」

①岩泉町の意見

　令和元年6月に、小本港の港湾利用企業から今後の継続的な利用も踏まえた要望書が提出された。
・今後、地域の企業による路盤材用骨材やスラグの大量な取り扱いが予定されており、更に岩泉町に
　おいて良質で大量の硅石の埋蔵量が確認されたことにより、令和2年に5万トン、令和3年以降は7万
　トンを小本港で取り扱う計画を進めている。
・そのため、小本港に対する要望として、背後地の
　作業ヤードや保管スペースの確保、その他、照明
　施設等の整備という声をいただいて頂いており、
　今後の利活用を見極めながら検討を進めていく
　必要がある。

　小本港においては、復興資材の輸送や保管など、地域復興へも一定の寄与をしてきたところである。
平成26年度の防波堤完成により港内静穏度も向上しており、より安全で安心な物流の効率化が期待され
る。
　今般、新たな新規取扱貨物（硅石、スラグ砂等）の取り扱いが始まる計画にあるため、今後、ますま
すの地域経済への寄与が期待される。

 〇 関連する開発プロジェクト等の状況

　平成23年の東日本大震災等の大きな災害により、地域情勢も大きく変化し、地域経済や港湾の利活用
に与える影響は大きい。一方で、三陸道路の完成による交通ネットワーク等が充実しており、物流の効
率化や沿岸地域への新規産業の進出など、新たな企業活動の活性化、貨物需要の発生等も期待される。

三陸縦貫自動車道の開通
　国土交通省が進める三陸縦貫自動車道が復興道路として整備が進んでおり、内陸や沿岸市町村との交
通ネットワークが向上し岩泉町の観光の活性化と小本港の物流の増加につながる可能性が大きい。

　平成29年12月～平成30年1月の期間で木材関連企業・石材関連企業・建設業等、小本港の利用可能
性も考慮しながら、7社にヒアリングを実施した。

・砂、砕石関係や建設業における貨物取扱については、大型ダンプの確保や運転手の確保が必要で
　あり、輸送コストの比較も踏まえ、経済性から小本港を利用している。
・林業においては、近隣のバイオマス事業の需要が十分にあることから小本港から積み出すことを
  検討している。

・硅石関連企業(硅石:建築用パネル材料)においては、定期貨物として小本港の利用をしていきたいと
　いう意見がある。
・砕石関係は、福島県や関東方面にまだまだ需要があり、スポット的に小本港の利用を検討したいと
　いう意見がある。

事
業
の
効
果
等

平成20年度再評価時点より、自然災害に伴う事業費（C)の増加及び、貨物取り扱い実績と今年度から新
たに取り扱いの始まる新規取扱貨物（骨材スラグ砂、硅石、原木等）を計画取扱貨物量として整理した
ため便益が増加したもの。

社
会
経
済
情
勢
等
の
変
化

　
　
　
利
用
者
等
の
意
見

・小本港は東日本大震災関連の復旧復興工事骨材等の地域拠点港として、ここ数年の間、最大限の
　役割を担ってきた。

A社おける小本港貨物利用計画　（設定値） （ｔ）

硅石関係

R3年R2年R1年品　　　名

既存取扱貨物 40,000 10,000 10,000

骨材・スラグ関係

その他（原木等）

150,000

50,000

150,000

70,000

10,000

100,000

10,000
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(1) 当該地区についての総括的なコメント及び改善措置の必要性

①総括的なコメント

②改善措置の必要性

(2) 今後の同種の事業計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性

①今後の同種の事業計画・調査のあり方

②事業評価手法の見直し必要性

完了
年度

事業計画・調
査のあり方の

見直し

評価手法の見
直し利用者等

の意見

当初
事業費
(百万円)

完成時
事業費
(百万円)

8,103

社会経済情
勢等の変化

事業の
効果等

肯定的な
意見が多い

H2014,260 なし なし なし

今
　
後
　
の
　
課
　
題
　
等

(事業名)　

事業の概要
評価の概要

事業効果等の検証等
改善措
置の必
要性

着手
年度

重大な変化
なし

S59 H26
概ね発現
している

再評価
年度

　本事業は、地域の情勢変化や社会環境変化、利用者ニーズ等を踏まえながら、港湾施設を整
備する事業である。港湾整備は気象海象条件等の影響も踏まえ、多くの時間と費用を要する
が、本県における厳しい財政状況も考慮し、必要性や緊急性等を総合的に判断し、早期の投資
効果が発現するように事業を進める必要がある。

　事業評価手法については、見直しの必要はない。
　(分析マニュアルに準じる)

　利用者からは、背後地の作業ヤードや保管スペースの確保、照明施設等の整備の要望が出さ
れており、今後の利活用状況を見極めながら対応を進めていく。

　本事業は、小本港(岩泉町)に港湾整備をすることで、背後圏の良質な鉱産・林産資源の物流
機能を確保し、地域の物流拠点として地域産業の活性化に寄与するものである。
　防波堤の整備により、港内静穏度も向上し、安全で安心な物流機能が確保されたことで、新
たな取り扱い貨物が見込まれるなど、今後の進展が期待されるところであり、概ね事業の効果
は発現している。
 また、港湾利用者からは、今後、小本港を利用しての取り扱い貨物量が増大する見込みであ
り、今後も地域経済の進展に寄与する可能性は大きい。

　今後は、地域の特性を生かした物流の活性化に取り組んでいくとともに、地域産業の発展の
ため港湾の利活用を進めていく。
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事業概要図

大規模公共事業　事後評価調書　（付表）

県土整備部　港湾課事業名 港湾改修事業

地区名

補助・単独

岩泉町
おもとはまちく

小本浜地区
市町村路線名等

担当部課名

おもとこう

小本港

整備中 2012（H24)年12月3日撮
影

整備前 1977(S52)年11月3日撮影

出典：国土地理院「地図・空中写真閲覧サービス」

岸壁（‐5.5ｍ）からの砂の搬入状況 岸壁（‐5.5ｍ）からの採石の搬出状況

（撮影日：令和元年５月）
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事業概要図

大規模公共事業　事後評価調書　（付表）

事業名 港湾改修事業 補助・単独 担当部課名 県土整備部　港湾課

おもとはまちく

小本浜地区
市町村 岩泉町

おもとこう

小本港

※テクスチャー（texture）とは、材料の表面の視覚的な色や明るさの均質さ、触覚的な比力の
強弱を感じる凹凸といった部分的変を、全体的にとらえた特徴、材質感覚、効果を指す。

路線名等 地区名

岩泉町の熊の鼻展望台より望む「熊の鼻」の景観」
防波堤(2)のテクスチャー※は自然景観に配慮し、擬
岩工法を用いた。

小本港の現状 【港内静穏度と貨物荷役状況】 2019（令和元年）5月23日撮影
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審議結果報告（様式案） 

 

岩手県政策評価委員会 

  委員長 加藤 徹 様 

 

岩手県大規模事業評価専門委員会 

         専門委員長 加藤 徹 

 

 

大規模事業評価に係る答申について 

令和元年６月６日付けで諮問の通知のありました大規模施設整備事業の事前評価及び

大規模公共事業の再評価について、令和元年●月●日開催の令和元年度第●回大規模事業

評価専門委員会において、すべての調査審議を終了し、次のとおり決定しましたので報告

します。 

記 

 
１ 盛岡南公園野球場（仮称）整備事業（事前評価） 

【審議結果】 
「事業実施」とした県の評価は（妥当・妥当でない）と認められる。（ただし、次

の意見を付す。） 

 

２ 一級河川馬淵川広域河川改修事業（再評価） 
【審議結果】 
「事業継続」とした県の評価は（妥当・妥当でない）と認められる。（ただし、次の

意見を付す。） 

 

 

 

例示 

・「○○○○」とした県の評価は○○と認められる。 

・「○○○○」とした県の評価は○○と認められる。ただし、次の意見を付す。 

(1)・・・・すること。 

(2)・・・・すること。 

など 

 

 

 

 

 

参考資料 
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答申書（様式案） 

 

岩手県知事 

達 増 拓 也 様 

 

岩手県政策評価委員会 

委員長 加藤 徹  

 

 

大規模事業評価について（答申） 

令和元年６月６日付け政推第 24 号で諮問のあった大規模施設整備事業の事前評価及び

大規模公共事業の再評価について、次のとおり答申します。 

 

記 

 
１ 盛岡南公園野球場（仮称）整備事業（事前評価） 
【審議結果】 
「事業実施」とした県の評価は（妥当・妥当でない）と認められる。（ただし、次の意

見を付す。） 

 

２ 一級河川馬淵川広域河川改修事業（再評価） 
【審議結果】 
「事業継続」とした県の評価は（妥当・妥当でない）と認められる。（ただし、次の意

見を付す。） 

 

 

 

 

 

例示 

・「○○○○」とした県の評価は○○と認められる。 

・「○○○○」とした県の評価は○○と認められる。ただし、次の意見を付す。 

(1)・・・・すること。 

(2)・・・・すること。 

など 
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